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通所介護事業所の地域密着型通所介護への移行について（通知） 

 このことについて、平成２８年４月から定員１８人以下の通所介護事業所は地域密着型

通所介護に移行となります。定員１８人以下の通所介護事業所において、地域密着型通所

介護への移行を希望しない場合は、別紙「指定を不要とする旨の申出書」を管轄の保健福

祉事務所及び関係市町村に対して平成２８年３月３１日（木）までに提出してください。（事

業所の所在する市町村以外の被保険者が利用している場合は当該市町村にも提出してくだ

さい。）指定を不要とする旨の申出書を提出した事業所については、平成２８年４月から通

所介護としてサービスの提供はできなくなりますのでご注意願います。 

なお、地域密着型通所介護への移行、平成２８年４月以降の通所介護の算定の留意事項

等について、別紙のとおりとなりますので、各事業所におかれましては適切に対応願いま

す。 

また、厚生労働省から地域密着型通所介護への移行にあたって通知等の追加の情報があ

り次第、福島県介護保険室のホームページに掲載しますので適宜確認願います。 

 移行の対象となる定員については、届出上の定員により判定します。貴事業所の現在の

届出上の定員は下記のとおりとなっておりますので、変更届出書が提出されておらず実際

の定員と異なる場合は、管轄の保健福祉事務所に速やかに変更届出書を提出してください。 

 なお、年度内に１８名をまたいで定員を増減する予定のある場合は、平成２８年３月３

１日（木）までに運営規程を変更し、管轄の保健福祉事務所に変更届出書を提出してくだ

さい。 

記 

１ 事業所番号 «事業所番号» 

２ 事 業 所 名 «事業所名称» 

３ 届出上の定員 «利用定員»名 

 

 

 

（事務担当 介護保険室 主査 小畑 電話０２４－５２１－７７４５）  


